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診療、保険のQ＆A 全員討論アンケート 2025年実施

「生活習慣病管理料その後など 」

所属 ： みなみ赤塚クリニック

氏名 ： 高橋秀夫先生

第79回全国臨床糖尿病医会学術集会 日時：2025年4月5日（土） 会場：第一ホテル両国5F 北斎

2024年6月の診療報酬改定にて糖尿病、高血圧症、脂

質異常症の3疾患が特定疾患指導管理料の対象から除

外され約1年が経過した。そこで改定当初と現在での対

応の違い、他の関連する項目について2025年2月にアン

ケート調査を行い、全国30施設の会員から回答を得た。

従来の特定疾患指導管理料は26施設65.0%で生活習

慣病管理料Ⅱへ移行されていた。一部は主病名が3疾患

以外の場合に特定疾患指導管理料で算定されていたが、

基本的には生活習慣病管理料Ⅱでの算定が定着してき

ているものと思われた。

生活習慣病患者レセプト1件あたりの点数は19施設で

減少、18施設で変化なし、増加したのは1施設のみであっ

た。処方管理加算が算定できなくなったことなどで大半の

施設で減収になっていた。

療養計画書の書式は当初、現在と変更なしが27施設、

簡素化したが9施設であり、なるべく負担のかからないこ

とを基本にして、細部は各施設にて工夫がなされていた。

療養計画書への記載を拒否した患者はほとんど見受け

られなかったが、他の疾患を主病名として特定疾患療養

管理料で算定している施設が大半であった。

DX加算は算定している22施設、算定していない18施

設と分かれていた。DX加算に関しては先日の診療報酬

の見直しにより従来の1段階からマイナ保険証の利用率

などに応じて3段階の点数(8点、10点、11点)に見直しが

なされた。加算1は利用率30%以上の増加が必要とされ、

マイナ保険証の利用率が頭打ちの現状からすると大半

の施設はこれまでと変わらない点数での算定になってい

ると思われる。ここに国のマイナ保険証普及率を高めた

いとする意図が感じ取れる。

ベースアップ評価料を算定しているのは13施設、してい

ないのは27施設と算定していない施設が大半であった。

以前よりは算定要件が簡素化されたとはいえ、厚生局へ

の届け出、報告は煩雑であり、なかなか広がりを見せて

いないのが実情である。

電子処方箋は薬局での普及率は現在63.2%と高率になっ

ているが病院は9.9%、医科診療所は3.9%と普及は進んで

いない。薬局にとっては薬の重複チェックがしやすくなる

などのメリットがあるのであろうが、医療機関への普及が

進まなければ絵に描いた餅になりかねないであろう。
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